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学 務 課 

 
港区立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について 

 
 
審議内容 

芝浦小学校及び芝浜小学校の通学区域を変更するため、「港区立学校

の通学区域に関する規則」を一部改正します。 

 
１ 改正理由 

芝浜小学校通学区域の児童数増加に伴い、普通教室数に比較的余裕

のある芝浦小学校の通学区域を拡大し、芝浜小学校の通学区域を縮小

する見直しを行うことについて、令和６年３月２５日開催令和６年第

３回港区教育委員会定例会において審議決定しています。 

この度、令和７年４月の新入学児童に関わる学校選択希望制の手続

きを開始するに当たり、港区立学校の通学区域に関する規則を一部改

正し、必要な規定を整備します。 

 

２ 改正内容 

芝浦四丁目２０番～２２番を芝浜小学校区域から芝浦小学校区域へ

変更することとし、両校の通学区域を以下のとおり定めます。  

学校名 通学区域 

芝浦小学校 
芝浦四丁目、海岸三丁目（４番～１３番、２０番、２

１番、３１番～３３番） 

芝浜小学校 

芝浦一丁目（６番～１６番）、芝浦二丁目、芝浦三丁

目、海岸三丁目（１番～３番、１４番～１９番、２２

番～３０番） 

 

３ 施行期日 

 令和７年４月１日 

 
４ 今後のスケジュール 

  令和６年１０月～１１月 学校選択希望票発送・提出受付 

  令和７年 ４月 通学区域変更 

令和６年８月２６日 

教育委員会議案資料 No.２-３ 
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＜令和６年３月２５日開催令和６年第３回港区教育委員会定例会審議資料＞ 

 

学 務 課 

 

芝浦小学校及び芝浜小学校の通学区域見直しについて 

 

審議内容 

芝浜小学校通学区域の児童数増加に伴い、芝浦小学校及び芝浜小学校の通学区域

を見直します。 

 

１ 現在の通学区域の決定経緯 

芝浜小学校の令和４年４月開校に向け、令和元年度、（仮称）芝浦第二小学校検討

委員会で保護者や地域の代表者等の意見を聞き検討し、開校時点の各学校の就学予

定年齢児童の居住分布等を考慮して決定しました。 

【通学区域設定の主な要点】 

・ 通学距離と各学校の規模を考慮し、広

い道路や運河等、分かりやすい箇所で

区域を分けた。 

・ 特に人口の集中する芝浦アイランドの

地域については、人口規模や各住宅の

立地を考慮し、児童数の多い４棟の高

層住宅のうち、北側の３棟を芝浜小学

校の通学区域とし、南側の１棟を芝浦小

学校の通学区域とした。 

 

２ 現状と課題 

  芝浦地域について、芝浜小学校の児童数の増加が大きく、芝浦小学校と芝浜小学

校の１年生児童数が逆転する状況が生じています。芝浜小学校は、２４学級分の普

通教室を備えますが、このまま児童数の増加が続くと、教室不足に陥ることが想定

されます。 

【芝浦小学校と芝浜小学校の児童数・学級数（令和５年４月）】 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

芝浦小 
児童数 132 人 155 人 175 人 139 人 148 人 173 人 922 人 

学級数 4 学級 5 学級 5 学級 4 学級 4 学級 5 学級 27 学級 

芝浜小 
児童数 145 人 127 人 91 人 57 人 62 人 38 人 520 人 

学級数 5 学級 4 学級 3 学級 2 学級 2 学級 1 学級 17 学級 

計 
児童数 277 人 282 人 266 人 196 人 210 人 211 人 1,442 人 

学級数 9 学級 9 学級 8 学級 6 学級 6 学級 6 学級 44 学級 

  

参考資料 



2 

３ 現在の通学区域決定後の主な変化等 

（１）学級編制の基準の改正 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準の一部を改正する法律

が令和３年度から施行され、それまで４０人で１学級としていた２年生から６年

生までについて、令和７年度までに低学年から段階的に３５人１学級へ移行する

こととなりました。このことにより、児童数に対して編制する学級数が増え、そ

の分の普通教室が追加で必要となっています。 

（２）居住人口割合の変化 

   現在の通学区域の決定に当たっては、芝浜小学校の開校時点（令和４年度）の

児童数を考慮し、通学区域決定当時（令和元年度）の３～５歳児及び小学校１年

生～３年生児童の居住割合（芝浦：芝浜＝56.1％：43.9％）を参考としました。 

   しかしながら、開校後の状況を見ると、芝浜小学校区域の居住割合が徐々に増

加する状況となっており、今後入学してくる現在の０歳児～５歳児についても、

同様の傾向が見られます（別紙参照）。 

 

４ 今後の児童数・学級数の予測 

  港区人口推計（令和５年３月）によると、区全体の就学年齢児童は、今後若干減

少した後、再び増加に転じる推計となっていますが、芝浦地域では、現在の小学校

入学前児童の人口を見ると、一定水準の人数を維持した後に増加していくものと見

込んでいます。 

現在の通学区域を変更しない場合、現在の小学校入学前児童の居住割合を考慮す

ると、芝浜小学校の学級数は、将来的に３０学級を超える一方、芝浦小学校の学級

数は、３０学級には達しない見込みです。 

＜各学校の教室数＞ 

 芝浦小学校：３８教室 

 芝浜小学校：通常２４教室、多目的室の転用で最大２７教室 

 

５ 通学区域の見直し内容 

芝浦地域の児童を芝浦小学校と芝浜小学校の両校で受け入れていくため、普通教

室数に比較的余裕のある芝浦小学校の通学区域を拡大し、芝浜小学校の通学区域を

縮小する見直しを行います。 

具体的には、通学距離や居住割合、各学校の規模を考慮し、現在、通学区域が分

割されている芝浦四丁目の芝浦アイランド地域について、全て芝浦小学校の通学区

域とする見直しを行い、令和７年度入学者から適用します。 

＜見直し後の通学区域＞ 

芝浦４丁目２０番～２２番を芝浜小学校区域から芝浦小学校区域へ変更 

○芝浜小学校の通学区域 

芝浦１丁目（６番～１６番）、芝浦２丁目、芝浦３丁目、海岸３丁目（１番～３番、

１４番～１９番、２２番～３０番） 

○芝浦小学校の通学区域 

芝浦４丁目、海岸３丁目（４番～１３番、２０番・２１番、３１番～３３番） 
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（現在の通学区域）           （見直し後の通学区域） 

 

６ 通学区域見直しに伴う経過措置 

（１）芝浜小学校入学希望への対応 

ア 見直し区域に居住し、見直し以前から兄・姉が芝浜小学校に在籍している児

童については、芝浜小学校への入学を希望する場合、受け入れることとします。 

イ 見直し区域に居住する上記「ア」以外の児童について、見直しの初年度とな

る令和７年度入学者は、芝浜小学校への入学を希望する場合、受け入れること

とします。 

ウ 見直し区域に居住する上記「ア」以外の児童について、令和８年度及び令和

９年度入学者は、芝浜小学校を希望する場合、抽選になった場合の抽選順位を

優先します。 

（２）芝小学校入学希望への対応 

見直し区域に居住する児童については、芝小学校が通学区域の隣接する学校で

はなくなり、学校選択希望制による選択可能校から外れますが、見直し後の３年

間（令和７年度入学から令和９年度入学）までは、芝小学校の選択希望を可能と

します。 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年４月下旬   区民文教常任委員会報告 

      ５月     保護者等周知 

      ７月     教育委員会（通学区域規則改正審議） 

     １０月上旬   学校選択希望票の発送 



芝浜小区域

43.9％

芝浦小区域

56.1％

通学区域決定当時（R1年度）に見込んだ
開校時点の小１～６年生年代の居住割合

開校時点（R4.4）の小１～６年生年代
の居住割合

芝浜小区域

45.1％

芝浦小区域

54.9％

○居住人口割合の変化について

令和５年度（R5.4）の小１～６年生年代の居住割合

令和５年度（R5.4）の未就学児の居住割合

芝浜小区域

48.8％

芝浦小区域

51.2％

芝浜小区域

56.5％

芝浦小区域

43.5％

別紙


